
国立大学法人大分大学科学研究費助成事業等経理事務取扱細則 

平成２１年４月１日制定 

 

（趣旨） 

第１条  この細則は，国立大学法人大分大学（以下「法人」という。）における科学研究費助成事

業等の経理事務の取扱いについて，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３

０年法律第１７９号）並びにこれに基づく法令及び通知に定めるもののほか，実施のための手

続その他その執行及び間接経費の取扱いに関し，必要な事項を定める。 

 

 （定義） 

第２条 この細則において「部局」とは，国立大学法人大分大学部局を定める規程（平成１６年

規程第１４号）第２条第３項第１号に定める部局をいう。 

２ この細則において「部局長」とは，前項に規定する部局を掌理する者をいう。 

３ この細則において「科学研究費助成事業等」とは，次の各号に掲げるものをいう。 

   （１）  科学研究費助成事業（科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金） 

  （２）  厚生労働科学研究費補助金 

  （３）  産業技術研究助成事業 

  （４）  環境研究総合推進費補助金 

  （５）  その他研究を目的とする補助金又は助成金のうち研究者個人に交付されるもの 

４ この細則において「研究代表者等」とは，研究代表者及び他の研究機関の研究代表者から科

学研究費助成事業等の配分を受けた研究分担者をいう。 

 

 （経理事務の委任等） 

第３条 研究代表者等が，科学研究費助成事業等の交付内定（継続分を含む。）を受けたときは，

その経理事務は学長に委任されたものとみなす。 

２ 学長は，科学研究費助成事業等及びその関係書類の管理については学長が指名する理事に委

任するものとする。 

 

 （経理事務担当者） 

第４条 学長が指名する理事は，科学研究費助成事業等の経理事務を出納役に委任するものとす

る。 

 

（受入れ） 

第５条 出納役は，科学研究費助成事業等を受け入れたときは，直ちに学長が指定する金融機関

に学長名義で預金しなければならない。 

 

 （研究代表者等への通知） 

第６条 出納役は，科学研究費助成事業等を受け入れたときは，部局長を通じ研究代表者等に通

知するものとする。 



 

 （経理事務） 

第７条 科学研究費助成事業等の経理事務は，国立大学法人大分大学会計規則（平成１６年規則

第７号）その他関係規程等に準じて取り扱うものとする。 

２ 科学研究費助成事業等に係る支出契約の名義は，学長が指名する理事とする。 

 

（支払） 

第８条 科学研究費助成事業等は，所定の手続を経て支払うものとする。 

 

（帳簿） 

第９条 出納役は，研究課題ごとに収支簿を備え，その収支を明らかにするものとする。 

 

（設備等の寄附） 

第１０条 科学研究費助成事業等により設備，備品又は図書（以下「設備等」という。）を取得し

たときは，法令及び通知に定めるものを除き，直ちにこれを法人に寄附するものとする。 

２ 前項の寄附の手続は，研究代表者等が提出する所定の物品管理書に「科研寄附」の表示をす

ることにより行う｡ 

３ 研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合で，前項の規定により寄附を行った

設備等を当該研究機関において使用することを希望する場合は，所定の手続を経て，これを研

究代表者等に返還するものとする。 

 

 （関係書類の保管） 

第１１条 科学研究費助成事業等の経理事務等に係る関係書類のうち，会計伝票及び証憑につい

ては，交付を受けた年度終了後７年間保管するものとし，それ以外については５年間保管する

ものとする。 

 

 （間接経費の譲渡） 

第１２条 研究代表者等は，間接経費が交付された場合には，他の研究機関に所属する研究分担

者に配分する間接経費を除き，全額を法人に譲渡しなければならない。 

２ 間接経費を伴う科学研究費助成事業等の交付を受けた研究代表者等は，別記様式の間接経費

譲渡書又は間接経費譲渡書の内容を網羅した任意の様式（以下「間接経費譲渡書等」という。）

を学長に提出するものとする。ただし，交付決定の時点で他の研究機関への異動等が予定され

ている場合は，この限りでない。 

 

（間接経費の受入決定） 

第１３条 学長は，研究代表者等から提出された間接経費譲渡書等に基づき受入れを決定するも

のとする。 

 

 （間接経費の使途及び報告） 



第１４条 間接経費の使途は，「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（競争的資金に関す

る関係府省連絡会申し合わせ）」によるものとする。 

２ 学長は，各年度終了後に間接経費の使用実績を科学研究費助成事業等の交付機関に報告する

ものとする。 

 

 （間接経費の返還） 

第１５条 研究代表者等が年度途中に他の研究機関に異動する場合又は研究を廃止する場合には，

既に譲渡済の間接経費の一部（間接経費の直接経費に対する率を異動先で使用する直接経費又

は研究を廃止する直接経費に乗じた額）を，原則として研究代表者等に返還するものとする。 

 

 （雑則） 

第１６条 この細則に定めるもののほか，科学研究費助成事業等の取扱いに関して必要な事項は

別に定める。 

 

附  則（平成２１年細則第２２号） 

１ この細則は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人大分大学科学研究費補助金経理事務取扱要領（平成１６年４月１日制定）は，

廃止する。 

３ 国立大学法人大分大学における科学研究費補助金に係る間接経費の取扱要領（平成１６年４

月１日制定）は，廃止する。 

 

附 則（平成２１年細則第３８号） 

この細則は，平成２１年１０月１日から施行する。 

 

      附 則（平成２４年細則第９号） 

この細則は，平成２４年３月３０日から施行し，この細則による改正後の国立大学法人大分大

学科学研究費助成事業等経理事務取扱細則は，平成２３年４月２８日から適用する。 

 

附 則（平成２４年細則第２３号） 

この細則は，平成２４年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平成２８年細則第４２号） 

 この細則は，平成２９年１月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年細則第２６号） 

この細則は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成３１年細則第１号） 

この細則は，令和元年５月１日から施行する。 



別記様式（第１２条関係） 

 

 

間接経費譲渡書 

 

 

                            年  月  日 

 

 

国立大学法人 

大分大学長 殿 

 

 

研究代表者等 

部 局 

職 ・ 氏 名           印 

 

 

 国立大学法人大分大学科学研究費助成事業等経理事務取扱細則第１２条第２項に基づき，下記

の研究課題に係る間接経費（ただし，他の研究機関に所属する研究分担者に配分する間接経費を

除く。）を譲渡します。 

 

 

記 

 

 

１．制度名：     年度 

２．研究種目： 

３．課題番号： 

４．譲渡の条件： 

間接経費は，科学研究費助成事業等による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費

にのみ使用すること。 

  年度途中に，研究代表者等が他の研究機関に異動する場合又は研究廃止する場合には，すで

に譲渡済の間接経費の一部（間接経費の直接経費に対する率を異動先で使用する直接経費又は

研究を廃止する直接経費に乗じた額）を研究代表者等に返還すること。 

 


